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新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策にご協力を
お願いします

緊急事態宣言の対象地域との不要不急の往来は控えてください

●不要不急の往来に該当しないもの
　仕事などのための移動、大学受験・就職活動・各種国家資格試験などのための移動など

※対象地域とは、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県です。

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行に備え

医療機関の受診方法が変わりました
　かかりつけ医などの身近な医療機関で、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザのどちらも相
談・診察・検査などができるように、令和２年12月から発熱などの症状がある場合の診療検査体制が変わって
います。

医療機関の受診方法

※受診前に※受診前に 必ず電話相談必ず電話相談 をお願いします。をお願いします。

かかりつけ医などの
医療機関へ電話相談

新型コロナウイルス感染症コールセンターへ電話相談
☎0120-123-801

24時間受付（土・日曜日、祝日も対応）

案内された医療機関で受診・検査
※新型コロナウイルス感染症の検査・診療は県が指定した「診療・検査医療機関」で行います。

発 熱 な ど の 症 状 が あ る 場 合

かかりつけ医がいない・相談先が分からない場合などかかりつけ医がいる場合

診 療 ・ 検 査 に
対 応 不 可 の 場 合

診 療 ・ 検 査 に
対 応 可 能 な 場 合

かかりつけ医などが
診療・必要に応じて検査 ※案内された医療機関を受診する前に必ず電話してください。
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対象地域から移動してきた人は健康観察を徹底するとともに、人との接触は必要最小限にとどめて
ください

場面❶飲酒を伴う懇親会など
場面❷ 大人数や長時間に及ぶ飲食
場面❸ マスクなしでの会話（近距離で会話することで、飛沫感染での感染リスクが高まります）
場面❹狭い空間での共同生活
場面❺居場所の切り替わり（休憩室、喫煙所、更衣室など）

感染リスクが高まる「５つの場面」に注意しましょう

人口と世帯
令和２年12月末

現在

区分 人・世帯数 前月比 前年比
人口 60,345人 －62人 －722人

男 28,918人 －26人 －369人

女 31,427人 －36人 －353人

世帯 27,871世帯 －19世帯 ＋181世帯

市街地循環バス・西地区シャトルバス運休情報
◀詳しくは、ＱＲ
　コードからご覧
　ください。

２月の運休日
　  なし
※大雪時にはバス停の除雪が行き渡るまでに、時間がかかる場合があり
　ます。市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。


